
 令 和 ７ 年 度 町 税 等 納 期 一 覧 表 町税・料金は納期内に納付しましょう

（4月30日） （6月2日） （6月30日） （7月31日） （9月1日） （9月30日） （10月31日） （12月1日） （1月5日） （2月2日） （3月2日） (3月31日）

１  期 ２  期 ３  期 ４  期
税 額

１  期 ２  期 ３  期 ４  期
税 額

全  期
税 額

１  期 ２  期 ３  期 ４  期 ５  期 ６  期 ７  期 ８  期
税 額 12月25日

１  期 ２  期 ３  期 ４  期 ５  期 ６  期
料 金

水道使用料（隔月） ４  月 ６  月 ８  月 １０  月 １２  月 ２  月

４  月 ５  月 ６  月 ７  月 ８  月 ９  月 １０  月 １１  月 １２  月 １  月 ２  月 3　月
料 金

１　期 ２　期 ３　期 ４　期 ５　期 ６　期 ７　期

料 金

＊　 口座振替ご利用の方は、ゆうちょ銀行は２５日（土・日、祝日の場合翌日）、東邦銀行・会津よつば農協は納期限日に引落されます。

     会津よつば農協取扱い分の水道使用料については、２７日の引落しとなります。

＊   税額欄・料金欄には納入通知書の税額・料金を記入して見やすい場所に貼っておくと便利です。

     納期限は原則として月末です、ただし末日が土曜日、日曜日及び祝日についてはその翌日になります。

＊   町県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料を年金天引きされている方は、年金受給日になります。

　　・税務課 ６９－１１５５(町税) 　 ・建設課 ６９－１１７７(水道使用料)
　　・町民課 ６９－１１３３(国保資格・後期高齢)　・健康福祉課 ６９－１１９９(介護保険料)

下　郷　町　役　場

１２月６月 ７月 １月 ２月
納   期 

(納期限) ４月 ５月
 税 項 目

町 県 民 税

固 定 資 産 税

軽 自 動 車 税

３月８月 ９月 １０月 １１月

注  国民健康保険税（６期）については、納期限は１２月２５日となっています。ご注意ください。

国 民 健 康 保 険 税

介 護 保 険 料

合     計

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料

　 　（毎月）


